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夏季手当の支給額について、2.7 ヶ月であるが、昇給を考慮すると実際

は 2.83ヶ月の昇給により0.13ヶ月が上乗せされていると会社は言って

いる。ならば最初から 2.7 ヶ月ではなく昇給後の額に対し、2.83 ヶ月を

支給すれば良いのではと感じる。0.13 ヶ月は昇給で支給というややこし

いやり口にあまり金を出したくないという意図が見え隠れすると感じる。 

2.7 ヶ月では生活はギリギリだ。 

追加要求は嬉しい。 

試験で上位職を目指すしかない。会社の思い通りだ！ 

現場長が、ゴールデウィークは多客だったが、コロナ前に

は戻ってない。利益も出ていないという話しがあった。 

社員には金を出せないってことか。 

東日本ユニオンは、2024年度夏季手当について 

1.0ヶ月の追加支給を求める申し入れを経営側に行っています。 

申第 27号 2024 年度夏季手当について 1.0ヶ月分の追加支給を求める申し入れ 

６月３日（月）13時 30分～ 団体交渉を開催します。 


